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１．件名 

経済産業研修所の管理・運営業務 一式 

 
 

２．対象施設 

経済産業研修所は、経済産業省の所管行政に係る事務等を担当する職員等に対して、

その職務を行うために必要な研修を実施している。 

 
名称 経済産業省 経済産業研修所 

所在地 東京都東村山市富士見町五丁目４番３６号

敷地面積 ３５，６６６．１７ ㎡ 

延床面積 １４，６８８．７７㎡ 
 
 

①本館 

 延床面積(㎡) 階 数 主 要 施 設 

 

研修棟 

 

4,321.00 

 

地上３階

地下１階 

大教室１、中教室３、ＯＡ教室、

小教室２、グループ討議室、会議 

室、ラウンジ、事務室 等 

 

宿泊棟 

 

4,507.85 

 

地上６階 

研修員用居室１４２（個室）、特別

宿泊室３、大・中浴室、談話室、ラ 

ウンジ 等 

計 8,828.85   

②別館等 

 延床面積(㎡) 階 数 主 要 施 設 

 

研修棟 
 

 

 
 

4,981.69 

 

地上３階 
大教室４、小教室７、会議室４、図 

書室 等 

 

宿泊棟 
 

地上４階 
研修員用居室４２（個室）、シャワ 

ー室 等 

低層棟西 平屋建て ホール 

低層棟東 平屋建て ホール 

その他 878.23  渡廊下、倉庫、等 

計 5,859.92   

③運動施設 

テニスコート ３面

グラウンド １面 

④敷地配置図及び建物平面図 別添１参照 
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３．対象業務及び業務内容 

経済産業研修所（以下「研修所」という。）施設の利用者が快適に過ごせるようにす

るために、以下の業務（以下「本業務」という。）を適切に行うこととする。 

本業務の実施に当たっては、研修所施設の機能を総合的に把握し、研修所が実施する

業務に支障を及ぼさないように、また、施設利用者にとってより快適な施設利用がで

きるよう、建物・設備及び外構等の性能を常時適切な状態に維持管理し、効率的・効

果的な運営を行う。 

また、本業務の実施に際しては、契約期間を通じて次のことを考慮する。 

・維持管理は、予防保全を基本とすること。 

・環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。 

・建築物（付帯設備含む）が有する性能を保つこと。 

・劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。 

・省資源、省エネルギーに努めること。 

・ライフサイクルコストの削減に努めること。 

・建築等の財産価値の確保を図ること。 

・環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。 

・故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、早急な回復に努めること。 

・建築保全上の軽修繕を迅速かつ機敏に実施し、施設の快適性維持に努めること。 

・機動的な改善着眼を持って業務を遂行し、研修所への提案・改善実施を積極的に行

うこと。 

 
（１）統括責任者 

受託者は、本業務を円滑に遂行するため、平日日中（９：００～１８：００、休憩

時間１時間を除く）研修所に常駐する統括責任者１名を置くこととする。ただし、

後述の入札参加グループで参加する場合の統括責任者は、代表事業者から選出する

こと。統括責任者を変更する場合は、十分な業務引継期間を確保すること。また、

特別な理由による場合を除き、統括責任者の不選任期間を生じさせないこと。 

統括責任者は、本仕様書（別紙１～別紙４参照）に記載された各業務を統括するほ

か、研修所の施設内を日常巡回点検し、必要に応じて各種不具合等の軽修繕を行 

う。 

また、統括責任者は、副統括責任者を置くことができる。副統括責任者は、統括責

任者の補助及び不在時には業務を代行する。 

なお、統括責任者及び副統括責任者は、自らが行えない各種不具合等が発生した場

合には、修繕を行う事が出来る者を速やかに手配し、迅速な修復等原状回復に努め

なければならない。 



（２）点検及び保守業務 

建築、電気設備、機械設備等の性能及び状態を常時適切な状態に保全するため、適

切な点検、保守及び運転監視等を行うこと。また、関係法令に基づき義務づけられ

ている必要な資料を作成すること。（別紙１参照） 

（３）清掃業務 

清掃を実施し、施設の快適な環境を維持すること。（別紙２参照） 

（４）空気環境測定 

研修所庁舎における各階等の空気環境測定等を行うこと。（別紙３参照） 

（５）施設警備及び受付業務 

庁舎の警備業務及び防災管理並びに来所者の入退管理、案内等及び受付業務を行う

こと。（別紙４参照） 

（６）用語の定義 

本仕様書で使用する用語は、特段の定めがあるものを除き、「建築保全業務共通仕様

書」（令和５年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に記載されている用語の

定義によるものとする。 

（７）業務引継 

①本業務の契約期間が開始する前に、現在本業務を行っている者から、事前に十分な

引継ぎを受けること。この引き継ぎは業務に必要な知見の移転が終了するまで行う

ものとする。本引継ぎに関し、現在本業務を行っている者及び受託予定者が要する

費用はそれぞれの者が負担するものとする。 

なお、契約期間開始前に業務を行っていた者が引き続きその業務を行うこととなる

場合には、この限りではない。 

②本業務の契約期間が終了する際、本業務を引き継ぐ者に対し、事前に十分な引継ぎ

を行うこと。この引継ぎは本業務を引き継ぐ者が決定次第速やかに開始して、業務

に必要な知見の移転が終了するまで行うものとする。本引継ぎに関し、本業務を実

施する者及び本業務を引き継ぐ者が要する費用はそれぞれの者が負担するものとす

る。 

なお、契約期間終了後に引き続きその者が業務を行うこととなる場合には、この限

りではない。 

③本業務の契約期間が終了する際、本業務の遂行に当たり使用した設備については、

原状回復をした上で研修所に引き渡すこと。ただし、研修所が認めた場合は、この

限りではない。また、受託者が本業務に供するために持ち込んだ設備・機器等につ

いては、すべて受託者の負担で撤去すること。 

④本業務の契約期間が終了する際、研修所が提供した情報については、すべて研修所

に返却するか適正に破棄すること。また、受託者が本業務の遂行に当たり収集した

情報及び本仕様書において作成が義務づけられている書類又は電子媒体について 

は、すべて研修所に無償で引き渡すこと。 
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（８）確保すべき業務の質及び水準 

本業務の実施に当たり達成すべき質及び最低限満たすべき水準は次のとおりとす

る。 

①確保すべき業務の質 

本業務を通して、快適な施設利用を可能とするとともに、当施設における研修の円

滑な実施を可能とすること。 

ア．快適性の確保 

１）施設利用者アンケートの満足度（定量的な指標：設問それぞれについて満足

度が８０％以上） 

２）研修所職員、研修員を対象に研修所が「施設環境に関するアンケート」（別

添２）を年４回程度実施する。 

３）満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満

の端数が生じるときは、小数点第１位を切り捨て）するものとする。 

４）原則として、アンケートの設問により満足度を測定する。 

①及び②により「清掃業務」、③及び④により「施設警備及び受付業務」、⑤に

より「点検及び保守業務」の満足度を測定する。 

イ．品質の維持 

本業務の不備に起因する空調の停止、停電、断水の発生回数（定量的な指標： 

０回） 

ウ．安全性の確保 

本業務の不備に起因する当施設内での人身事故（及び物損事故）の発生回数 

（定量的な指標：０回） 

※人身事故とは、病院での治療を要するものをいう。

エ．その他 

本業務の不備に起因する当施設における研修の中断回数（定量的な指標：０

回） 

※研修の中断とは、研修（講義等）が中断することにより、研修目的が達成さ

れない場合をいう。 

②確保すべき水準 

本業務において確保すべき水準は、本仕様書（別紙１～別紙４参照）において定め

る内容を確保することとする。 

なお、受託者は、本仕様書について、法令に反しない限り、改善提案を行うことが

できる。 

 
 

③創意工夫の発揮可能性 
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本業務の実施に当たっては、契約期間を通じての考慮事項を踏まえた上で、次の観

点から受託者の創意と工夫を反映し、本業務の質の維持向上（包括的な質の向上、

効率化）とコスト削減に努めるものとする。 

ア．本業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

受託者は、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の

提案を行うことができる。その際、具体的な方法等を示すとともに、要求水準

が確保できる根拠等を明示すること。 

イ．各業務に関する改善提案 

受託者は、本業務の要求水準に対し、改善すべき提案がある場合は、具体的な

方法等を示すとともに、要求水準が確保できる根拠等を明示すること。 

ウ．コスト削減についての改善提案 

受託者は、本業務に関するコスト削減に関する提案を行うことができる。その

際、具体的な方法等を示すとともに、要求水準が確保できる根拠等を明示するこ

と。 

（９）受託者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、研修所の了承を得なけ

ればならない。なお、受託者は、改善策の作成及び実施に当たり、研修所に対して

必要な助言、協力を求めることができる。 

①報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、研修所が業務の改

善が必要であると判断し、受託者にこれを求めた場合。 

②研修所が、本業務のモニタリング（質疑応答）を随時行い、契約及び本業務の仕様

に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、受託者にこれを求め

た場合。 

（10）費用負担等 

①消耗品等 

本業務を実施するに当たり必要な消耗品等については、本仕様書（別紙１～別紙４

参照）において受託者が負担することとして定めのあるほか、以下のとおりとす 

る。 

ア．施設利用者が使用する消耗品については、研修所の負担とする。 

イ．受託者が使用する消耗品や付属品については、受託者の負担とする。

ウ．保守運転に必要な部品、消耗資材品は、受託者の負担とする。 

エ．施設内設置の電話を受託者が業務上使用した場合の電話料金は研修所の負担と

する。 

②光熱水料 

研修所は、受託者が本業務を実施するのに必要な電気・ガス・上下水道の使用を無

償とする。 

 

   ③庁舎使用料 

    研修所は、受託者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものとす

る。 

 

 
④法令等変更による増加費用及び損害の負担 
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法令等の変更により、受託者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下のア．か

らウ．までのいずれかに該当する場合には研修所が負担し、それ以外の変更による

場合については受託者が負担する。 

ア．本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設

イ．消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む。） 

ウ．上記ア．、イ．のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の

新設・変更（税率の変更を含む。） 

 
４．契約期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの請負契約とする。なお、法令及び

予算の範囲内で変更することがあり得る。 

 
５．入札参加資格 

（１）業務実施に求める資格等の要件 

本業務の実施に当たり、法令上必要な資格等を有している者又は資格等を有してい

る者を業務に当たらせることができる者であること。 

統括責任者等に求める資格等の要件は別紙５のとおり。 

（２）入札参加グループ 

本業務は、複数の事業者で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」とい

う。）で参加することも可とする。なお、入札参加グループで参加する場合は、次

の要件をすべて満たす者であること。 

①入札参加グループの代表となる事業者（以下「代表事業者」という。）を定め、応

札書類の提出期限までに役割分担について定めた入札参加グループ結成に関する協

定書（又はこれに類する書類）を提出した者であること。 

②代表事業者及びその他の事業者（グループ事業者）は、本業務の実施に当たり、法

令上必要な資格等を有している者又は資格等を有している者を業務に当たらせるこ

とができる者であること。 

③代表事業者及びグループ事業者は、他の入札参加グループを構成する者、又は単独

で入札に参加する者でないこと。 

 
６．使用できる施設等 

（１）使用可能な施設・設備等 

本業務に関係する研修所の施設・設備等の全てとする。 

 

 

 
（２）事務スペース等の借受け 
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①受託者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、当施設から一定の事務

スペース等を無償で借り受けることができる。 

②施設の使用を終了し、又は中止した場合は、原状回復の上、直ちに研修所に返還

し、研修所の検査確認を受けなければならない。 

（３）使用目的の制限等 

①受託者は、上記（１）、（２）の施設・設備等は、本業務及びこれに付随する業務以

外の目的で使用してはならない。 

②受託者は、上記（１）、（２）の施設・設備等を使用する際は、研修所の指示に従 

い、善良な管理者の注意をもって適切に使用しなければならない。なお、万一、施

設・設備等に損害を与えた場合は、直ちに研修所職員に報告し、その指示に従い、

受託者の負担において修復等を行うものとする。 

（４）設備・機器等の持込み 

①受託者は、研修所の事務に支障を来たさない範囲において、本業務に必要な設備・

機器等を持ち込むことができるものとする。ただし、持ち込む場合には、事前に研

修所の承認を得なければならない。 

②上記①の設備・機器等については、適切に管理し、使用を終了し又は中止した場合

は、直ちに原状回復を行い、研修所の検査確認を受けなければならない。 

（５）使用に係る経費等 

①上記（１）から（２）の施設・設備等については、無償で使用することができる。 

②上記（４）の機器・設備等を設置するための経費及びこれらから生じる経費は、本

仕様書３．（10）②に定める光熱水料を除き、原則受託者の負担とする。 

 
７．報告事項等 

（１）報告等 

①業務従事者名簿等の提出 

ア．受託者は、本業務開始日までに統括責任者等を選任し、管理体制を書面にて研

修所に提出すること。 

イ．受託者は、本業務開始日までに本業務に従事する者、本業務を行うに当たり必

要な資格を有する者の名簿を研修所に提出すること。 

ウ．受託者は、施設警備及び受付業務に従事する者の配置予定表を研修所担当者に

届け出ること。 

②業務計画書の作成と提出 

受託者は、各年度の本業務開始日までに年度毎の管理・運営業務計画書を作成し、

研修所に提出すること。 

 
③業務報告書の作成と提出 
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ア．受託者は、業務日報や業務月報等、実施した業務について報告書を作成するも

のとし、研修所との間で毎月実施する業務報告会にて提出及び報告を行うこ 

と。業務報告会は、当該月の翌月閉庁日を含む１０日以内に開催する。 

イ．受託者は、各実施年度終了後、毎年４月３０日（ただし、当該日が閉庁日の場

合には直後の開庁日）までに当該年度に係る本業務の年間総括報告書を研修所

に提出すること。 

ウ．受託者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、直ちに

研修所職員に報告すること。 

（２）研修所の検査・監督体制 

受託者からの報告を受けるに当たり、検査・監督については、研修所管理課におい

て行い管理課長を責任者とする。 

（３）研修所による調査への協力 

研修所は、受託者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める

ときは、受託者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、又は受託者の事務

所若しくは業務実施場所に立ち入り、業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の

物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

（４）指示 

研修所は、受託者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要がある

と認めるときは、受託者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができ

るものとする。 

（５）秘密の保持 

受託者は、本業務に関して研修所が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び

業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、

そのために必要な措置を講ずること。受託者（その者が法人である場合にあって 

は、その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事してい

た者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

（６）個人情報の保護 

①基本的な考え方 

受託者は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、本業務を実施するに当たって入

手した個人情報の取扱いについては、個人の権利や利益を侵害することがないよう

に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）

及び経済産業省個人情報保護管理規程（平成 17･03･03 シ第１号）に基づき、個人

情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報を適切に管理するため

に必要な措置を講じなければならない。 

 
②保有の制限 
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受託者は、本業務を実施するに当たって個人情報を保有するときは、あらかじめ、

本人に対してその利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成

に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 

③利用及び提供の制限 

受託者は、研修所の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するための利用

目的のために個人情報を自ら利用し、又は他者に利用させてはならない。 

④複写等の禁止 

受託者は、研修所の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するに当たり研

修所から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

⑤報告 

受託者は、個人情報の漏えい等が発生し、又は発生の可能性があることを知った場

合には、直ちに研修所に報告し、その指示に従うものとする。 

なお、本業務が終了した後においても同様である。 

⑥管理体制の整備 

受託者は、本業務を実施するに当たり、個人情報の管理に関する責任者を定めるな

ど管理体制を整備しなければならない。 

⑦周知 

受託者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても本業務を実施

するに当たり知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない

ことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。 

（７）その他 

①法令の遵守 

受託者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければ

ならない。 

②労務管理 

受託者は、本業務に従事する者の労働条件や労働安全衛生に関する労務管理につい

て、責任者を定め、労働基準法や労働安全衛生法等の関係法令に従って適切に行わ

なければならない。 

③記録・帳簿書類等 

受託者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、契約を終了 

し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければなら

ない。 

④再委託又は再請負 

ア．受託者は、本業務の実施に当たり、当該作業の全部又は大部分を一括して第三

者に委任又は請け負わせてはならない。ただし、書面により研修所担当者の承

認を得た場合は、この限りではない。 
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イ．受託者は、本業務の実施に当たり、当該作業のうち機密情報を取り扱う業務を第三者に委任又は

請け負わせてはならない。ただし、書面により研修所担当者の承認を得た場合は、この限りでは

ない。 

ウ．受託者は、承諾を得た再委託先又は再請負先に変更が生じたときは、書面により研修所担当者の

承諾を得なければならない。 

エ．受託者は、本業務の実施に当たり、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合、再委託先

又は再請負先と約定するとともに、再委託先又は再請負先の業者名、作業内容・範囲、作業場所

等について、事前に研修所担当者に報告の上、承認を得ること。 

オ．受託者は、再委託先又は再請負先の行為について、研修所に対し、全ての責任を負うこと。 

⑤感染症対策 

感染症等の影響により本仕様書の内容に変更が必要となる場合については、研修所と協議し、受託者

はその指示を受けて対応すること。 





 

 

                        別添２ 

施設環境に関するアンケート 

 

研修員の皆様へ 

【研修名：               研修 】 

【氏名：                   】 

 

 経済産業研修所では、施設の効率的管理・運営等を図るため、管理・運営業務（電気・機械
等設備の点検及び保守業務、清掃業務、施設警備及び受付業務等）を実施する事業者と契約
しています。 
本アンケートは、その質等を評価するために実施するものです。 
研修員各位におかれては、お手数をおかけし恐縮ですが、ご協力方お願いいたします。 
 

 
① 宿泊室の清潔度について 
  

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満   □よく分からない 
 

② 全館共用部分（廊下、教室、洗面所等）の清潔度について 
 
□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満   □よく分からない 

 
③ 日中における受付の対応について 
 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満   □よく分からない 
 
④ 夜間における受付・警備の対応について 
 

□満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満   □よく分からない 
 
⑤施設（照明、風呂、敷地外周の植栽等）の管理状況について 
 
   □満足   □ほぼ満足   □やや不満   □不満   □よく分からない 
 
 
 
●その他、お気づきの点や改善してほしい（不満と感じた）点等、ご意見がございましたら記入して

下さい。 

 ※食堂を利用した際の感想・ご意見については、研修初日オリエンテーション時に配布しましたアンケート 

用紙へお寄せください。 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 



別 紙 １ 

 

１．点検及び保守業務仕様書 

 

（項目） 

 

番号 業務 別紙Ｎｏ 

(1) 自家用電気工作物保安管理 別紙１－１ 

(2) 受電設備清掃 別紙１－２ 

(3) 無圧式温水発生機保守点検 別紙１－３ 

(4) ガス吸収冷温水機等保守点検 別紙１－４ 

(5) ファンコイルユニット定期保守点検 別紙１－５ 

(6) 空調設備定期保守点検 別紙１－６ 

(7) フィルター清掃 別紙１－７ 

(8) 空気清浄機洗浄点検メンテナンス 別紙１－８ 

(9) 衛生設備定期保守点検 別紙１－９ 

(10) 浴槽濾過（フィルトレーションシステム）保守点検 別紙１－10 

(11) 雑排水槽等清掃 別紙１－11 

(12) ファンコイルユニット用ドレン配管洗浄 別紙１－12 

(13) 厨房排気設備清掃 別紙１－13 

(14) 水質検査 別紙１－14 

(15) エレベーター設備保守点検 別紙１－15 

(16) 監視制御設備保守点検等 別紙１－16 

(17) 電力監視盤保守点検 別紙１－17 

(18) 照明制御盤点検 別紙１－18 

(19) 消防用設備等保守点検 別紙１－19 

(20) 建築物環境衛生管理技術者業務 別紙１－20 

(21) 防鼠・防虫施工管理                           別紙１－21 

(22) 植栽管理 別紙１－22 



 

 

別 紙 ２ 

 

２．清掃業務仕様書 

 

（項目） 
 

番号 業務 別紙Ｎｏ 

(23) 清掃等業務 別紙２－23 

(24) 廃棄物収集運搬処分 別紙２－24 

 



 

 

別 紙 ３ 

 

３．空気環境測定仕様書 

 

（項目） 
 

番号 業務 別紙Ｎｏ 

(25) 空気環境測定 別紙３－25 

 



 

 

別 紙 ４ 

 

４．施設警備及び受付業務仕様書 

 

（項目） 
 

番号 業務 別紙Ｎｏ 

(26) 施設警備及び受付業務 別紙４－26 
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別紙５ 

 

統括責任者等に求める資格等の要件 
 

 

対象業務 
 

求める資格・経験 

 

（１）統括責任者 
過去３年以内に本仕様書と同規模の総括管理業務（個別業務間の調整
及び庁舎利用者からの庁舎設備等に係る不具合等の連絡に対する対
応）を履行した実績を有すること（※）。 

 

（２）点検及び保守業務 
 

 

自家用電気工作物保安管理 
 

・第二種又は第三種電気主任技術者の資格を有する者。 

 

（別紙１－１） 

 

・高圧受変電設備６．６ＫV以上の選任経験を３年以上有すること。 

 

消防用設備等保守点検 
 

・消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有する者。 

 

（別紙１－１９） 

 

・過去３年以内に本仕様書と同規模の消防用設備等の保守点検業務を
履行した実績を有すること。 

 

建築物環境衛生管理技術者業務 
 

・建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者。 

 
（別紙１－２０） 

・過去３年以内に本仕様書と同規模（延床面積１．４万平方メートル以
上）の建築物環境衛生管理基準に関する測定・検査等の業務を履行し
た実績を有すること。 

 

（３）清掃業務 
 

 

清掃等業務 
・過去３年以内に本仕様書と同規模（延床面積１．４万平方メートル以
上）の建物において清掃業務を履行した実績を有すること。 

 

（別紙２－２３） 

・現場責任者は、本仕様書と同規模（延床面積１．４万平方メートル以
上）の建物において１年以上継続して作業監督等責任者の経験を有す
ること。 

 

廃棄物収集運搬処分 
 
 

「一般廃棄物収集運搬業許可証」、「産業廃棄物収集運搬業許可証」及
び「産業廃棄物処分業許可証」を有する者。  

（別紙２－２４） 

 

（５）施設警備及び受付業務 
 

・都道府県公安委員会の認定を受けていること。 

 

（別紙４－２６） 

 

・過去３年以内に本仕様書と同規模の警備保安業務を１年以上継続して
履行した実績を有すること。 

   （※）統括責任者が第三種電気主任技術者の資格を有する者である場合は、関東東北産業保安 

監督部に対し電気主任技術者の選任届を執り行うものとする。 

 




